
- 1 -

stera market 利用規約 (デベロッパー) 

三井住友カード株式会社（以下「当社」という）が提供する stera marketにおいてアプリケー

ションその他のアプリを提供・販売するにあたっては、本規約および別紙の各規約の全文をお

読みいただいたうえで、本規約および別紙の各規約に同意いただく必要があり、また本規約の

内容が変更された場合には変更後の規約に同意頂く必要があります。また本規約と別紙の定め

が矛盾・抵触する場合には当社との関係では本規約を優先します。

第１条（定義） 

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。 

(1)「アプリ」とは、デベロッパーが本サービスを利用して端末に配信するＡｎｄｒｏｉｄアプ

リケーションソフトウェア（文章、画像、動画その他のデータを含みますがこれらに限り

ません。）を意味します。

(2)「端末」とは、アプリの配信対象となる端末を意味します。

(3)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（そ

れらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。）を意味

します。 

(4)「デベロッパー」とは、本サービスに掲載するアプリの開発を行う自然人又は法人を意味し

ます。 

(5)「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「tms02.mdmsv.panasonic.com」である、当社

が運営するウェブサイト（理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメイン又は内容

が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。）を意味します。 

(6)「本サービス」とは、当社が提供するアプリストアである「stera market」（理由の如何を

問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。）

を意味します。 

(7)「本契約」とは、本利用規約を内容として当社とデベロッパーとの間で締結される本サービ

スの利用契約を意味します。

(8)「ユーザ」とは、本サービスを通じてアプリを購入する個人又は法人（加盟店）を意味しま

す。 

(9)「stera terminal」とは、stera terminal standard、stera terminal unit、stera terminal

mobileを意味します。 

第２条（サービス条件） 

１．本サービスの利用に際しては当社ウェブサイトにアクセスする必要があります。デベロッパ

ーは、自らの費用と責任において必要な機器・ソフトウェア・通信手段等を用意し適切に接

続・操作することとします。 

２．本サービスでは、アプリのカタログ掲載及び購入申請受付、アプリの販売代金・利用料等の

代理受領・分配、配信及び配信情報の提供を行います。デベロッパーは、ユーザが本サービ

スを通じてアプリを購入等する場合、又は、そのアプリを通じてデベロッパーから有償サー

ビスを受ける場合には、その代金・利用料等をユーザから直接回収してはならず、当社所定

の方法にて支払いを受けるものとします。将来、当社は、予告なしに本サービスの全部又は

一部について、提供を停止若しくは中止し、又は、本サービスの内容を追加・変更・削除す

ることがあります。

３．当社は、本サービス及びアプリに対する保証を一切いたしません。また、本サービスの不確

実性・サービス停止等に起因するデベロッパーの損害について、一切責任を負わないものと

します。詳細については、「第 20条（免責事項）」をご覧下さい。 

４．アプリの購入契約あるいは提供契約、許諾契約等名目の如何を問わずアプリの利用に関する

一切の契約は、デベロッパーとユーザの間に成立し、当社は、デベロッパーの契約違反又は
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法令違反についてユーザに対して責任を負わないものとします。デベロッパーの契約違反又

は法令違反があった場合、当該デベロッパーのアプリについて、アプリカタログへの掲載中

止、端末への配信停止（配信計画の削除）、端末にインストール済みのアプリの無効化を当社

判断で実行することができることとします。 

５．ユーザからのアプリに関する問い合わせは、デベロッパーが対応するものとします。 

６．端末は日本国内に設置されるものに限定されます。本サービスでは、端末の輸出入の管理・

サポートは行いません。アプリの配信は日本国内のみとします。本サービスでは、アプリの

海外への配信の管理・サポートは行いません。 

７．本サービスにて行われる連絡及び通知は、全て日本語によるものとします。 

８．当社は、アプリのセキュリティに関わる責任を一切負いません。デベロッパーは、当社ウェ

ブサイトに登録申請する前に、アプリにマルウェアが含まれていないことや、ウイルスに感

染していないことなどのセキュリティチェックを実施することとします。 

登録されているアプリケーションにセキュリティの脆弱性が発見された場合は、デベロッパ

ーは、早急に改善を実施するとともに、当社及びユーザに通知します。アプリカタログから

のアプリ掲載中止、端末への配信停止（配信計画の削除）、端末にインストール済みのアプリ

の無効化を当社判断で実行することができることとします。 

９．当社ウェブサイトからアプリを配信した後、端末にアプリがインストールされるまで、最大

1日を要します。但し、端末の利用状況によっては、アプリのインストールがなされない場

合があります。 

 

第３条（アプリ提供にあたっての手続等） 

１．デベロッパーがアプリを当社ウェブサイトへ登録し、端末へ提供するにあたっては、アプリ

について事前に当社の審査を受け、承認を受ける必要があります。なお、承認を受ける際に

当社から個別の遵守事項を連絡された場合は、本規約に加えてその事項を遵守するものとし

ます。但し、当社の承認は、当社ウェブサイト登録の許可の意味のみを有するものであり、

いかなる意味においてもアプリの法令適合性、性能・品質・動作・第三者の権利の非侵害、

ユーザ端末のとの適合性等の保証を意味するものではありません。 

２．アプリは、デベロッパーが単独の裁量で設定した価格で、当社ウェブサイトその他の媒体に

てユーザに表示されます。ただし、アプリの販売について、デベロッパー又は当社に税金等

の支払い義務が生じる可能性があると当社が判断した場合には、デベロッパーはユーザへの

請求金額に税金等の金額を含める権限を当社に与えるものとします。 

３．デベロッパーは、ユーザに予期しない課金が発生しないよう対応するものとします。 

 

第４条（アプリ提供条件） 

１．デベロッパーは、ユーザへのアプリの提供にあたり、前条に定める手続きを履践することに

加え、以下の事項を遵守するものとします。 

(1)アプリにマルウェアが含まれていないことや、ウイルスに感染していないなどのセキュリテ

ィチェックを実施することとします。当社の判断で、当社ウェブサイトへの登録を拒否する

ことがあります。 

(2)アプリは当社指定のファイル形式で提供頂くこととします。当社では当該ファイル内容の動

作保証は行ないません。 

(3)アプリには、デベロッパーにて署名を付与することができます。当社端末にインストールす

るための署名は当社にて別途付与します。 

(4)当社ウェブサイトへのアプリの登録／削除／更新は、当社指定のフォーマットを利用します。

当社指定のフォーマットは変更になる場合があります。アプリの受け渡しについても、当社

指定の方式で行うものとします。 

(5)本ウェブサイトへの登録前に、アプリが配信される端末での当該アプリの動作検証を実施す

るものとします。また、当社が、当社の判断でＯＳのセキュリティパッチ、端末のファーム

ウェアの更新を行う場合、デベロッパーは必要に応じて、アプリの動作検証をすることとし
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ます。 

(6)アプリに関するプライバシーポリシー、個人情報の取扱いを規定することとします。 

２．デベロッパーは、その提供するアプリについて、当社ウェブサイトにおいて表示、提供、配

信等を行うために必要な権限を有していることに責任を負うものとし、当該権限を当社に付

与するものとします。デベロッパーは、当該権限の不存在又は第三者の権利の侵害により当

社又は当社の委託先に生じた損害を賠償するものとします。 

３．本条の規定にかかわらず、当社の判断によりアプリの登録拒否、登録されたアプリの削除を

することができます。 

 

 

第５条（サービスレベルの維持） 

１．デベロッパーは、その提供するアプリが、当社による事前審査時に申告したサービス水準に

て安定的に提供されるよう、運営・保守等する義務を単独で負うものとし、当社はこの点に

ついて何ら責任を負うものではありません。 

２．デベロッパーは、アプリに関するユーザからの苦情・問合せに対応する責任を単独で負うも

のとし、当社はこの点について何ら責任を負うものではありません。 

３．当社は、stera market および stera terminal のソフトウェア・ハードウェアについて、必

要に応じてバージョンアップのための改定を行うことがあるものとします。この場合、デベ

ロッパーはアプリを速やかにバージョンアップ後の仕様に対応させるものとします。 

４．デベロッパーは、ユーザに著しい不利益となるようなアプリの変更をする場合や、事前審査

時に申告したサービス内容に著しい変更が生じるようなアプリの変更をする場合には、あら

かじめ当社へ通知するものとします。 

 

第６条（手数料の支払い） 

１．デベロッパーは、アプリ販売額等（下記の通りとします。）に基づいて算出される、当社所定

の手数料を当社に支払うものとします。詳細については、デベロッパーと当社とで別途合意

するものとします。当該合意が整わない場合には本契約は当然に解除されるものとします。 

 

記 

  ・アプリ販売額 

  ・アプリをきっかけとして提供されるサービスの利用額 

  ・アプリを通じて提供されるサービスの利用額 

  ・以上の外、本サービスに関連して提供されるサービス等の対価・利益相当額等 

 

２．当社が、ユーザからアプリ販売額等に相当する金員をデベロッパーに代わって受領した場合、

当社は、これから手数料を差し引いた金額をデベロッパーに対して当社所定の方法で分配す

るものとします。 

３．デベロッパーが、ユーザからアプリ販売額等に相当する金員を受領した場合、デベロッパー

と当社で別途合意した方法をもって手数料を当社に分配するものとします。 

４．当社は、ユーザとの間で紛議が生じ、当社にユーザから返金の請求があった場合には、デベ

ロッパーに責めに帰すべき事由があるかにかかわらず何らの法定利息遅延損害金の負担をす

ることなく、前項の分配を停止することができ、紛議がなお解決しない場合には、当社の合

理的裁量によりユーザとデベロッパー間の契約を当社との関係に限り取り消すことができ、

ユーザに返金を行うことができるものとします。 

５．デベロッパーは、当社がアプリ販売額等に関する計算関係書類の提出を求めた場合、速やか

に提出するものとする。 

 

第７条（委託） 

デベロッパーは、本サービスに関連する業務の一部又は全部について、当社が第三者へ業務委託
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する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。 

 

第８条（端末利用者等の情報の取扱い） 

１． 本サービスに関連して取得されるユーザ、デベロッパー、端末の利用者等の氏名、メールア

ドレス、住所、電話番号等の情報（以下「利用者情報」といいます。）の取扱いについては、

「個人情報の取り扱いについて」（https://www.smbc-card.com/mem/company/pop/privacy）

によるものとし、デベロッパーは、当社が当社プライバシーポリシーに従って利用者情報を

取扱うことに同意します。 

２． 当社は、デベロッパーが当社に提供した利用者情報その他の情報、データ等を、個人を特定

できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものと

し、デベロッパーはこれに異議を唱えないものとします。 

３．当社は、保守業務等のため、利用者情報を含む各種データ、端末ログを収集します。収集す

るデータは個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開す

ることができるものとし、デベロッパーはこれに異議を唱えないものとします。 

 

第９条（パスワード及び利用ＩＤの管理） 

１．デベロッパーは、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及び利用 IDを適切に

管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等

をしてはならないものとします。パスワード又は利用 ID の管理不十分、使用上の過誤、第

三者の使用等によって生じた損害に関する責任はデベロッパーが負うものとします。 

２．デベロッパーに責に帰すべき事由があるか否かにかかわらず、デベロッパーに付与されたユ

ーザ ID とパスワードが利用された場合には、当社はデベロッパーによる利用があったもの

とみなすことができます。 

 

第１０条（権利帰属） 

１．当社ウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許

諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイト

又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用

許諾を意味するものではありません。 

２．デベロッパーは、投稿データについて、自らが投稿その他送信することについての適法な権

利を有していること、及び投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、当社

に対し表明し、保証するものとします。 

３．デベロッパーは、当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を

行使しないことに同意するものとします。 

４．本規約の規定に従い、デベロッパーは、本契約の有効期間中、オンラインもしくは決済端末

上で、デベロッパーの対象製品を本サービスを通じて配布もしくは販売することに関連して

使用する、又は本契約上の義務を履行する目的に限り、デベロッパーから当社に提示された

デベロッパーのブランドを当社、その関連会社及び当社の委託先が表示できることを保証す

る。 

５． 当社は、本契約の有効期間中、マーケティングの目的に限り、デベロッパーが、stera market

のブランド表示を使用できることを保証する。 

 

第１１条（禁止事項） 

デベロッパーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当

すると当社が判断する行為をしてはなりません。 

(1)法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為 

(2)当社、ユーザ、他のデベロッパー又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為 

(3)公序良俗に反する行為 

(4)当社、ユーザ、他のデベロッパー又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー
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の権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為 

(5)本サービスを通じ、以下に該当し、又は該当すると当社が判断する情報を本サービスに登録

し、又は、当社若しくはユーザ、他のデベロッパーに提供すること 

・暴力的又は残虐な表現を含む情報 

・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報 

・当社、ユーザ、他のデベロッパー又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を

含む情報 

・わいせつ、差別的、自殺・自傷行為を助長する、薬物利用を助長するなど、反社会的な

表現を含む情報 

・チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報 

・他人に不快感を与える表現を含む情報  

(6)本サービスのネットワーク又はシステム、端末等に過度な負荷をかける行為 

(7)当社が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他

の解析行為 

(8) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 

(9) 当社又はその委託先のネットワーク又はシステム、端末等への当社が認めていないアクセ

ス、修正、変更、改変等の行為 

(10)第三者に成りすます行為 

(11)他のデベロッパーの ID若しくはパスワードを利用する行為、又は、自己の ID若しくはパ

スワードを第三者に利用させる行為 

(12)当社が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為 

(13)当社の定めるプライバシーポリシーに反する情報収集 

(14)当社決済機能に対し定められた API以外の手段での情報取得 

(15)当社、ユーザ、端末所有者、他のデベロッパー又はその他の第三者に不利益、損害、不快

感を与える行為 

(16)当社の定める本サービス利用に関するガイドラインに抵触する行為 

(17)暴力団員等（次条で定義）への利益供与 

(18)前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為 

(19)前各号の行為を試みること 

(20)その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第１２条（反社会的勢力の排除） 

デベロッパーは、当社に対し、デベロッパー（その役員・従業員を含み、特に別記載ない限り

以下本条において同じ）が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しな

い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力

集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という）又は(１)の各号のい

ずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においてもデベロッパーが暴力団員

等又は(１)の各号のいずれにも該当しないこと、自ら又は第三者を利用して(２)の各号のいず

れかに該当する行為を一切行わないことを確約し、デベロッパーの故意過失を問わず、かかる

表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、又は当社が違反しているものと判

断した場合には、本規約に基づく取引が停止されること、また直ちに本規約に関連する契約が

解除されることがありえることを異議なく承諾します。これによりデベロッパーに損害が生じ

た場合でも当社に何らの請求は行わず、一切デベロッパーの責任とします。また、かかる表明・

保証、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害をデベロッパー（その役

員・従業員は含まない）は賠償しなければならないものとします。 

(1)①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって

するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 
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④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められ

る関係を有すること 

⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

すること 

(2)①暴力的な要求行為 

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害す

る行為 

⑤その他①ないし④に準ずる行為 

 

第１３条（本サービスの停止等） 

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、デベロッパーに事前に通知することなく、本サ

ービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。 

(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合 

(2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハ

ッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合 

(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営がで

きなくなった場合 

(4) 本サービスが稼働するインフラの提供者が、サービスの変更、停止を行い、本サービスの

運営ができなくなった場合 

(5) 本規約の定めへの違反行為があると当社が判断した場合 

(6) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合 

 

第１４条（契約解除等） 

１．第16条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、又は当社が違反し

ているものと認めた場合、当社は、本規約にもとづく契約を直ちに解除できるものとします。

この場合、当社は、解除の効力発生前に、何らの通知を要することなく、直ちに本規約によ

る取引を停止させることができるものとします。その場合、デベロッパーは当社に生じた損

害を賠償するものとします。当社が本項に基づき本規約にもとづく契約を解除した場合、当

社に対する一切の未払債務について、デベロッパーは当然に期限の利益を失うものとし、直

ちに支払うものとします。 

(1)デベロッパーが、stera market その他の当社サービスを悪用していることが判明した場合 

(2)デベロッパーの営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合 

(3)デベロッパーが監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合 

(4)デベロッパーが自ら振出しもしくは引受けた手形又は小切手につき不渡処分を受ける等支払停

止状態に至った場合 

(5)デベロッパーが差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、又は民事再生手続の開始、会社更

生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、又は自

ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立

を自らした場合 

(6)デベロッパーの経営状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合 

(7)デベロッパー（役員・従業員を含み、以下本号および次号において同じ）が、暴力団員等に該当

した場合、又は次の①ないし⑤のいずれかに該当したことが判明した場合 

①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認めら
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れる関係を有すること 

⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する

こと 

(8)デベロッパーが、自ら又は第三者を利用して、次の①ないし⑤のいずれかに該当する行為をした

場合 

①暴力的な要求行為  

②法的な責任を超えた不当な要求行為  

③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為  

④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は、当社の業務を妨害す

る行為  

⑤その他①ないし④に準ずる行為 

(9)デベロッパーが、本規約に関連する取引において特定商取引法、消費者契約法その他の法令に違

反していることが判明した場合 

(10)デベロッパーが、申込書又は本規約に定める届出（変更の届出を含む）に記載事項を偽っ

て記載したことが判明した場合 

(11)その他加盟店が、本規約に違反した場合もしくは当社が加盟店として不適当と認めた場合 

２．本規約の解約・解除条項又は前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の解約・解

除条項又は前項に基づき本規約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要す

ることなく、当該事態発生前に生じていたか又は当該事態発生後に生じたかにかかわらず、

本規約に基づく債務の全部又は一部の支払を保留することができるものとします。この場合、

当社は、当該事態の発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義

務を負わないものとします。 

３．第１項第３号ないし第５号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当社がデベロ

ッパーに対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社がデベロッパーに

対して請求することのできる一切の金銭債権（本規約に基づくものであるか否かは問わない）

とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本規約の解約・

解除条項又は第１項各号（第３号ないし第５号を除く）のいずれかの事態が発生した場合又

は当社が必要又は適当と認めた場合、当社は、本規約に基づき当社がデベロッパーに対し負

担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社がデベロッパーに対して請求する

ことのできる一切の金銭債権（本規約に基づくものであるか否かは問わない）とを、何らの

意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。 

 

第１５条（損害賠償） 

本規約に違反した場合、デベロッパーは、当社に発生した損害を賠償します。 

 

第１６条（有効期間・解約） 

デベロッパーおよび当社は、有効期間中において本規約にもとづく契約を解約しようとする場合

には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に

３ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、これを解約できるものとします。 

 

第１７条（規約の変更、承認） 

当社は、デベロッパーの承認を得ることなく、改定後の規約を通知又はホームページ上に掲載す

ることにより改定後の規約に変更できるものとし、デベロッパーはこれに拘束されるものとしま

す。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更

も可能なものとします。 

 

第１８条（本規約に定めのない事項） 

本規約に定めのない事項については、デベロッパーは当社からの通知に基づく取扱をするものと

します。 
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第１９条（準拠法及び管轄裁判所） 

１． 本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。 

２． 本規約又はサービス利用契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第２０条（免責事項） 

１．当社は、本サービスがデベロッパーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価

値・正確性・有用性を有すること、本サービスの利用がデベロッパーに適用のある法令又は

業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないこ

とについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。 

２．当社は、請求の原因の如何を問わず、本サービスに関してデベロッパーが被った損害につき、

過去 12 ヶ月間にデベロッパーが当社に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わな

いものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損

害については、賠償する責任を負わないものとします。 

３．本サービスに関連してデベロッパーとユーザ、他のデベロッパー又は第三者との間において

生じた取引、連絡、紛争等については、デベロッパーが自己の責任によって解決するものと

します。 

 

第２１条（別紙の各規約への同意） 

１．デベロッパーは、本規約とともに、別紙１、２の各規約にも同意するものとします。 

２．別紙１は、本サービスにおけるデベロッパーとユーザとの取引のための同意事項です。デベ

ロッパーは、本サービス利用にあたり別紙１の内容に同意し、当社に加盟店になることを申

込むものとします。 

３． 別紙２は、GMO ペイメントゲートウェイ株式会社に対して同意いただく必要があります。デ

ベロッパーは、本サービスの利用にあたり本規約および各別紙に同意することで、GMO ペイ

メントゲートウェイ株式会社に対しても別紙２へ同意したものとみなされるものとします。 

 

４．当社が、ユーザからアプリ販売額等に相当する金員をデベロッパーに代わって受領しない場

合は、別紙１、２の各規約への同意は不要とします。 

 

（附則） 

本規約は、2020年 4月 1日より施行致します。 

 

 

2020年 3月 31日制定 

2020年 11月 19日改訂 

2024年 9月 13日改訂 

2025年 5月 16日改定 

 

 

別紙 

 

１．三井住友カード加盟店規約（stera market用） 

２．PGマルチペイメントサービス利用規約 

 

 

以 上 


